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平成 27 年 12 月 ２日

新 潟 県

新潟県安全管理に関する
技術委員会について
柏崎刈羽原子力発電所の

透明性を確保する地域の会説明資料

技術委員会の役割と位置付け

◆ 設置の経緯
平成14年８月29日に発覚した東京電力の自主点検不正を踏まえ、安全確認
を行う際の技術力向上のため、技術的指導・助言をいただくために設置

（H15.2.5発足）
◆ 位置付け

技術委員会の設置については、県、柏崎市、刈羽村、東京電力の４者間の
安全協定で規定
組織及び運営については別途運営要綱で規定

◆ 役割
• 県の求めに応じ、柏崎刈羽原子力発電所の運転、保守、管理、その他安全

確保に関する事項について、技術的側面からの指導、助言を行う
• 必要に応じ、県、市、村が安全協定に基づき実施する状況確認及び立入調

査への立ち会いを行う。
• 定例会は年１回、臨時会を県の求めに応じ必要の都度開催

（参考資料）
東京電力柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書 ①
東京電力柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定の運用について②
新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会運営要綱 ③
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技術委員会の委員

◆ 委員選任の考え方
柏崎刈羽原子力発電所で発生したトラブル内容を勘案し、原子力発電所設
備に関係の深い分野の専門家を中心に、各分野の第一線で活躍され、最新
の知見を持つ専門家を選任

◆ 委員の拡充
• 耐震設計審査指針の改定に伴い、地震、耐震の専門家を追加(H18.9)
• 中越沖地震の影響を議論するため、設備・耐震、地震・地質の２つの小委

員会を設置するとともに地質学、災害リスクマネジメント等の専門家を追
加(H20.2)

• 福島第一原子力発電所の事故について管理運営面等を含めた検証を行うた
め、マネジメント、災害情報伝達、シビアアクシデント、放射線防護の専
門家を追加(H24.7)

◆ 現在の委員
16名

（参考資料）
技術委員会委員一覧 ③

4

これまでの活動状況

◆ 定例会・臨時会（47回）
主な議題
•東京電力の自主点検不正への対応について（シュラウドの点検保修状況）
•ハフニウム板型制御棒のヒビについて
•原子炉再循環系配管のヒビの評価と対応について
•流量計試験データの不正、データ改ざんについて
•中越沖地震を踏まえた健全性、耐震安全性の確認について
•タービン動翼損傷の原因と対策について

◆ 立入調査への立ち会い（２回）
•中越沖地震後の状況調査(H19.7.28 H19.8.1～2)

◆ 状況確認への立ち会い（10回）
主な内容
•７号機の制御棒駆動機構分解点検状況確認(H15.4.25)
•４号機原子炉再循環系配管の点検記録確認(H16.11.19)
•６号機制御棒引き抜け事象に係る状況確認(H19.5.16)
•７号機の起動試験で発生した不適合事象に係る状況確認(H21.5.12)
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現在の議論の状況 １

現在、技術委員会では福島原発事故の検証とフィルタベント設備の確認を実施
◆ 福島第一原子力発電所事故の検証
【検証の目的】

原子力発電所の安全確保のためには、設備等のハード面だけでなく、事故
対応マネジメント等のソフト面の検証を行い、総括することが不可欠。そ
れがなければ、同じことを繰り返す恐れがある

【検証の状況】
平成24年度は、民間、国会、政府の事故調査委員会並びに東京電力の報告
書に基づき議論
平成25年10月から、６つの課題別ディスカッションを設けて検証を継続
•地震動による重要機器の影響
•海水注入等の重大事項の意思決定
•東京電力の事故対応マネジメント
•メルトダウン等の情報発信の在り方
•高線量下の作業
•シビアアクシデント対策

（参考資料）
事故時における高線量下での作業について(平成26年11月20日) ④

ハードウェアにおける問題

ソフトウェアにおける問題

議
論
継
続
中

議論を踏まえて、国に対応を要請

論点を整理

7

福島第一原子力発電所事故の検証 １

◆ハードウェア (設備面)における問題点の検証状況（その１）
• 発電所への津波の到達時刻はいつか
【論点】

全交流電源喪失の原因は津波により非常用発電機や分電設備が浸水したこ
ととされているが、津波以外の要因で浸水した可能性はないのか

【議論の状況】
発電所への津波到達時刻以前に全交流電源喪失が発生していたならば、津
波以外の要因を考慮する必要がある
津波の到達時刻は記録として残っていないため、発電所沖合の波高計の記
録や撮影された津波の写真を基に、津波の到達時刻を推定し、記録に残っ
ている全交流電源喪失の時刻と比較
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福島第一原子力発電所事故の検証 ２

◆ハードウェア (設備面)における問題点の検証状況（その２）
• １号機の水素爆発はどこで起こったか
【論点】

原子炉建屋の４階にある非常用復水器に繋がる配管が地震動で破損したの
ではないか

【議論の状況】
事故発生時に閉まっていた４階と５階の間にある大物搬入口のコンクリー
ト製の蓋が行方不明になっているが、これが、４階の爆発により吹き飛ば
されたと仮定すれば、原子炉内で発生した水素がどこから４階に漏れたの
かを考える必要がある
４階に設置された非常用復水器に繋がる配管が破損していた場合、そこか
ら水素が漏れる可能性がある
平成27年２月21日に１号機４階の現地調査を実施

9

福島第一原子力発電所事故の検証 ３

◆ソフトウェア (人的対応、運用面)における問題点の一例（その１）
• １号機非常用復水器(IC)の操作
【論点】

ＩＣの動作状況が発電所対策本部（所長）に報告されていなかったため、
実際は止まっていたのに、所長は動いていると認識しており、原子炉冷却
のための指示が出されることはなかった
情報伝達がどこでなぜ途絶えたのかを明らかにする必要がある

【議論の状況】
公表されている各種報告書等を基に、ＩＣの運転状況に係る当時の関係者
の認識を整理し、情報伝達が途切れた原因等を確認
原子炉の水位情報や注水状況が不明であったことから、原子力災害対策法
第15条事象（非常用炉心冷却装置注水不能）の判断を行い、その後、水位
の低下が判明したにもかかわらず、なぜＩＣの停止を認識できなかったの
かを確認

(参考資料)
平成２７年度第２回技術委員会資料(資料No.1-4-2) ⑤
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福島第一原子力発電所事故の検証 ４

◆ソフトウェア (人的対応、運用面)における問題点の一例（その２）
• ３号機注水系統の切替
【論点】

当初、高圧注水系により原子炉の冷却が行われていたが、発電所対策本部
での検討を行わないまま低圧注水系への切替を行った。また、これに失敗
したことが対策本部に速やかに伝達されず、有効な対策を取ることができ
なかったため、重大事故に進展した可能性がある
現場での指揮命令系統が機能しなかった原因を明らかにする必要がある

【議論の状況】
当時の指揮命令系統はどうなっていたかを確認
どのような意思決定や情報共有が行われたかを確認

(参考資料)
平成２７年度第２回技術委員会資料(資料No.1-5-2) ⑥

11

福島第一原子力発電所事故の検証 ５

◆ソフトウェア (人的対応、運用面)における問題点の一例（その３）
• メルトダウンの公表
【論点】

東京電力は事故の早い段階でメルトダウンが発生している可能性を認識し
ていたにもかかわらず、そのことが住民に知らされることがなかった。
東京電力がメルトダウンを公表したのは事故発生の２ヶ月後だった。
事実が明らかにされなかった背景を解明する必要がある。

【議論の状況】
事故対応にあたっていた東京電力の関係者はいつメルトダウンの可能性を
認識したのかを確認
メルトダウンの公表について、国から東京電力への指示があったのか確認

(参考資料)
平成２７年度第２回技術委員会資料(資料No.1-6-2) ⑦
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福島第一原子力発電所事故の検証 ６

◆ソフトウェア (人的対応、運用面)における問題点の一例（その４）
• 問題のあった報道発表等
【論点】

事故当時、東京電力の事故に関する報道発表では、本来伝えるべき放射性
物質の放出を伝えていないなど、事実と異なる発表や事故の危険性の矮小
化などの問題があり、住民に正確な情報が伝わらず、迅速な防護対策を妨
げるものとなった。
事実が正確に報道されなかった原因を明らかにする必要がある。

【議論の状況】
報道発表資料は、誰がどのように情報収集を行い作成したのかを確認
報道発表の内容は最終的に誰が承認したのかを確認

(参考資料)
平成２７年度第２回技術委員会資料(資料No.1-7-2) ⑧

13

現在の議論の状況 ２

◆ フィルタベント設備の確認
【目的】

平成25年９月25日東京電力から県に対し、安全協定第３条に基づくフィル
タベント設備の設置に関わる事前了解願いが提出されたことを受け、フィ
ルタベント設備の性能や、これを利用した場合の周辺地域への放射性物質
の影響について議論

【確認の状況】
フィルタベントを使う状況(事故の想定シナリオ)の確認
フィルタベントを実施した場合の影響範囲の確認(拡散シミュレーション)
フィルタベント装置の性能、運用手順等の確認
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フィルタベント設備の確認 １

◆ フィルタベントを使う状況(事故の想定シナリオ)について
事故が発生した場合、どのような状態になったらフィルタベントが使われ
るのか、また、事故発生から外部に放射性物質が放出されるまでの時間は
どのくらいになるのかについて議論
その結果、次の３つのケースを想定

ケース 冷却装置
炉心

溶融

圧力容器

破損

格納容器

破損

放出開始

時間

全交流電源喪失後、ガスタービン

発電機で電源を供給し、復水移

送ポンプで注水する場合

一部動作 有 無 無 25時間後

全ての冷却装置が動作せず、消

防車で注水する場合

使用不能

（消防車利用)
有 有 無 18時間後

全く注水できない場合 全て使用不能 有 有 無 ６時間後

15

フィルタベント設備の確認 ２

◆ フィルタベントを実施した場合の影響範囲の確認(拡散シミュレーション)
• 影響範囲の確認にはＳＰＥＥＤＩ（緊急時迅速放射能影響予測ネットワー

クシステム）を利用(県からシステムを維持管理している公益財団法人原子
力安全技術センターに計算を委託）

• ＳＰＥＥＤＩの計算には、放射性物質の放出量と気象条件の設定が必要
• 放射性物質の放出量については、想定した３つのケースにおける事故進展

状況をもとに、米国電力研究所が所有する事故解析プログラム(MAAP)を用
いて計算

• 気象条件は、過去の気象データの中から、次の１２のパターンを抽出
風向：北西、南西、北東の３方向
風速：強風、中風、弱風の３パターン
降雨：北西の風向のみ、降雨ありの場合も実施

• フィルタベントを利用する場合の事故想定３ケースに加えて、参考として、
事故発生から８時間後に格納容器が破損し、フィルタを通さずに放射性物
質が放出される場合についても、影響範囲のシミュレーションを実施

• シミュレーションの結果については、今後、技術委員会で確認いただき、
防災上考慮すべき事項等について整理する予定
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フィルタベント設備の確認 ３

◆ フィルタベントの性能等について
以下の事項について東京電力から報告を受け、議論を実施
•サプレッションプール水のｐＨ制御の有効性
•ヨウ素フィルタの有効性

以下の事項については、今後、東京電力から報告を受け、議論する予定
•フィルタ装置の閉塞評価
•ベント設備の耐震性
•ベント操作の運用手順等の確実性
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東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所

周辺地域の安全確保に関する協定書

新潟県（以下「甲」という。）、柏崎市及び刈羽村（以下「乙」という。）並び

に東京電力株式会社（以下「丙」という。）は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子

力発電所（以下「発電所」という。）周辺地域住民の安全の確保を目的として次

のとおり協定する。

（関係諸法令の遵守等）

第１条 丙は、発電所の建設及び運転保守にあたっては、発電所から放出される

放射性物質及び温排水による周辺環境の汚染の防止と安全確保のため、関係法

令及び原子炉施設保安規定を遵守し、周辺地域住民に被害を及ぼさないよう万

全の措置を講ずるものとする。

２ 丙は、原子力発電施設の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、原

子力発電施設の設計、製作、施工、運転及び保守の各段階における請負企業等

を含めた品質保証活動を積極的に行うとともに、丙の活動の第三者機関による

評価制度の確立に努めるものとする。

（情報公開）

第２条 丙は、発電所の運転、保守及び管理等の状況について、積極的に情報の

公開を行い、周辺地域住民との間で情報の共有に努めるものとする。

（計画等に対する事前了解）

第３条 丙は、原子力発電施設及びこれと関連する施設等の新増設をしようとす

るとき又は変更をしようとするときは、事前に甲及び乙の了解を得るものとす

る。

（通報連絡）

第４条 丙は、甲及び乙に対し、安全確保対策等のため必要な事項を通報連絡す

るものとする。

２ 前項の規定により通報連絡すべき事項及びその方法は、甲、乙及び丙が協議

して別に定めるものとする。

【添付資料　①】- 9 -



（取組状況等の報告）

第５条 甲又は乙は、丙に対し、原子力発電施設の安全性及び信頼性のより一層

の向上を図るため、安全確保対策の取組状況等について、報告を求めることが

できるものとする。

（環境放射線の測定等）

第６条 甲及び丙は、それぞれ別に定める環境放射線又は温排水等の監視調査基

本計画（以下「基本計画」という。）に基づいて、発電所周辺の環境放射線及

び温排水等の監視調査を実施するものとする。

２ 前項の基本計画には、基本方針を定めるものとし、監視調査の項目、地点、

頻度、方法等具体的事項は、毎年度策定する年度計画（以下「年度計画」とい

う。）で定めるものとする。

３ 甲又は丙が特に必要と認めたときは、基本計画による調査測定のほかに環境

放射線及び温排水等の測定を実施することができるものとする。

（原子力発電所周辺環境監視評価会議の設置）

第７条 甲は、年度計画の協議、監視調査結果の総合評価及び基本計画等監視調

査に関する重要事項の協議を行うため、新潟県原子力発電所周辺環境監視評価

会議（以下「評価会議」という。）を設置するものとする。

２ 評価会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

（測定結果の公表）

第８条 甲及び丙は、第６条第１項の規定に基づき実施した監視調査結果につい

て、毎年度評価会議において周辺環境に与える影響の評価を経たのち公表する

ものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、第６条第１項又は第３項の規定に基づき甲又は丙

が実施した監視調査結果について特異な状況が認められた場合には、甲、乙及

び丙は相互に連絡を行ったうえ、これを速やかに公表するものとする。

（技術連絡会議の設置）

第９条 甲、乙及び丙は、年度計画の技術的調整、監視調査の技術情報の交換及

び監視調査結果の技術的検討を行うため、それぞれの実務担当機関で構成する

新潟県原子力発電所周辺環境放射線測定技術連絡会議（以下「環境放射線測定

【添付資料　①】- 10 -



技術連絡会議」という。）及び新潟県原子力発電所温排水等漁業調査技術連絡

会議（以下「温排水等漁業調査技術連絡会議」という。）を設置するものとす

る。

２ 環境放射線測定技術連絡会議及び温排水等漁業調査技術連絡会議の組織及び

運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

（立入調査等）

第10条 甲又は乙は、次に掲げる場合は、丙に対し報告を求め、又は発電所への

立入調査を行うことができるものとする。

（１）発電所周辺の環境放射線及び温排水等に関し、異常な事態が生じた場合又

は必要と認めた場合

（２）発電所の運転、保守及び管理の状況等について、特に必要と認めた場合

２ 前項の規定に基づき立入調査をするときは、甲又は乙は、あらかじめ丙に対

し、立入調査をする者の氏名、立入りの日時及び場所を通知するものとし、丙

はこれに立ち会うものとする。

（状況確認等）

第11条 甲又は乙は、必要と認めた場合は、いつでも発電所の運転、保守、管理

及びその他安全確保に関する事項について、状況確認を行うことができるもの

とする。

この場合において、甲又は乙はあらかじめ丙にその旨を通知し、丙はこれに

立ち会うものとする。

２ 甲又は乙は、必要と認めた場合は、いつでも丙が行う環境放射線測定及び温

排水測定に立ち会うことができるものとする。

（原子力発電所の安全管理に関する技術委員会の設置）

第12条 甲は、発電所の運転、保守、管理及びその他安全確保に関する事項を確

認する際に技術的な助言・指導を得るため、新潟県原子力発電所の安全管理に

関する技術委員会（以下「技術委員会」という。）を設置するものとする。

２ 丙は、技術委員会が前項に規定する助言・指導を行うために、甲を通じて必

要な協力を求めた場合は、誠意をもって応じるものとする。

３ 技術委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
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（立入調査を行う者等の選任）

第13条 甲又は乙は、第10条第１項の規定に基づく立入調査を行う者並びに第11

条第１項の規定に基づく状況確認及び同条第２項の規定に基づく測定の立会い

を行う者を甲又は乙の職員からそれぞれ選任するものとする。ただし、甲は、

必要と認めた場合は、技術委員会の委員を同行することができるものとする。

２ 甲又は乙は、前項の規定により選任した職員に対し、身分証明書を交付し、

立入調査等の際はこれを携帯させるものとする。

３ 甲又は乙は、第10条第１項の規定に基づく立入調査を行う場合において、周

辺地域住民の健康及び生活環境に著しい影響を生じたとき、又は著しい影響を

及ぼすおそれがあるときは、周辺地域住民の代表者を同行することができるも

のとする。

（適切な措置の要求）

第14条 甲又は乙は、第10条の規定に基づく立入調査等の結果、特別の措置を講

ずる必要があると認めたときは、国を通じ、丙に対し原子炉の運転停止を含む

適切な措置を講ずることを求めるものとする。ただし、特に必要と認めたとき

は、直接丙にこれを求めることができるものとする。

なお、この措置要求にあたっては、甲及び乙は十分協議し、甲の名において

行うものとする。

２ 丙は、前項の規定に基づき甲から適切な措置を講ずることを求められたとき

は、誠意をもってこれに応ずるとともに、その結果を甲及び乙に報告するもの

とする。

３ 丙は、第１項の規定に基づき原子炉の運転を停止した場合において、原子炉

の運転を再開するときは、事前に甲に協議するものとする。

なお、当該協議を受けた場合において、甲及び乙は十分協議し、甲の名にお

いてその結果を丙に通知するものとする。

（発電所トラブル等内部情報受付窓口の設置）

第15条 甲は、発電所の安全の確保に資するため、発電所トラブル等に関する内

部情報を受け付ける窓口（以下「窓口」という。）を設置するものとする。

２ 甲は、受け付けた内部情報について、丙に調査の実施を求めることができる

ものとする。この場合において、窓口への通報者（以下「通報者」という。）

に係る個人情報は、丙に提供しないものとする。
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３ 丙は、甲から調査の求めがあったときは、誠意をもってこれに応じ、その結

果（必要な改善策を含む。）を甲に報告するものとする。なお、甲が求めた調

査が丙の請負企業等に係るものであるときは、丙は可能な限りこれに応じるも

のとする。

４ 甲は、前項の規定により丙から報告を受けたときは、その内容を公表すると

ともに、データベース化を図り情報の共有化に努めるものとする。

５ 丙は、通報者が特定された場合であっても、当該通報者及び当該通報者が属

する請負企業等（以下「通報者等」という。）に対し、通報したという行為を

理由に、不利益を課してはならない。

６ 丙は、甲の受け付けた内部情報に秘密保持情報（丙と丙の請負企業等との契

約上秘密保持が求められている情報をいう。以下同じ。）が含まれる場合であ

っても、その秘密保持情報が当該通報を行うために必要なものであると認めら

れる場合にあっては、通報者等に対し、秘密保持義務違反を理由に、不利益を

課してはならない。

７ 甲及び丙は、窓口の設置及び運営について、丙の従業員、丙の請負企業等の

従業員その他の関係者に対し、周知することに努めるものとする。

８ 窓口の設置及び運営に関し必要な事項は、この協定に定めるもののほか、別

に定めるものとする。

（損害の補償）

第16条 発電所の運転保守に起因して地域住民に損害を与えた場合は、丙は誠意

をもって補償するものとする。

（協力の要請）

第17条 甲及び乙が安全確保対策についての諸調査を実施する場合には、丙はこ

れに積極的に協力するものとする。

（協定の改定）

第18条 この協定に定める各事項につき改定すべき事由が生じたときは、甲、乙

及び丙いずれからもその改定を申し出ることができる。この場合において、甲、

乙及び丙はそれぞれ誠意をもって協議に応ずるものとする。

（その他）

第19条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項につい

ては、甲、乙及び丙が協議して別に定めるものとする。
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２ 新潟県地域防災計画（原子力災害対策編）、新潟県国民保護計画、柏崎市地

域防災計画（原子力災害対策編）、柏崎市国民保護計画、刈羽村地域防災計画

（原子力災害対策編）、刈羽村国民保護計画及び柏崎刈羽原子力発電所原子力

事業者防災業務計画に基づく措置は、この協定に基づく措置に優先するものと

する。

この協定成立の証として、協定書４通を作成し、甲乙丙署名押印のうえ、それ

ぞれ１通を保有するものとする。

昭和58年10月28日

甲 新潟県

代表者 新潟県知事 君 健男

乙 柏崎市

代表者 柏崎市長 今井 哲夫

刈羽村

代表者 刈羽村長 近藤 光夫

丙 東京電力株式会社

取締役社長 平岩 外四

改定履歴

昭和62年８月19日一部改定

平成元年８月２日一部改定

平成元年12月１日一部改定

平成４年３月31日一部改定

平成14年３月29日一部改定

平成15年６月25日一部改定

平成17年８月22日一部改定

平成19年６月18日一部改定
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東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺

地域の安全確保に関する協定の運用について

甲、乙及び丙は、昭和58年10月28日に締結した標記協定の運用にあたって、

次のとおり了解するものとする。

１ 第１条について

（１）遵守すべき関係法令には、原子炉施設の安全確保に係る各種指針・基準類

を含むものとする。

（２）発電所の建設及び運転保守にあたって講ずる措置には、請負事業者に対す

る関係法令の遵守並びに放射線安全のための教育及び訓練の実施に関する指

導監督を含むものとする。

（３）品質保証活動とは、原子力発電所品質保証検討委員会報告書（昭和56年９

月８日通商産業省）にいうものをいい、原子力発電所の安全性及び信頼性を

向上させるに必要な機器、材料の標準化、品質保証に関する教育及び訓練の

推進、運転・保守管理マニュアル類の充実などの計画的かつ系統的な全ての

活動をいう。

また、丙は、請負企業等における品質保証活動に関し、積極的に協力・支

援するものとする。

（４）甲、乙及び丙は、発電所の安全性の確保及び信頼性の向上を図るため、意

見交換等の実施により、丙の請負企業を含む相互理解の促進に努めるものと

する。

２ 第２条について

丙は、発電所の運転、保守及び管理等に関する情報について積極的に公開す

るものとする。ただし、個人のプライバシーに関するもの、核物質防護を含む

公共の安全に関するもの、公開することにより丙又は第三者の正当な利益を害

する恐れのあるもの等はこの限りではない。

３ 第３条について

（１）事前了解の対象とするものは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和32年６月10日法律第166号）で定める施設の設置、変更

のうち周辺地域住民の線量評価に関係するもの及び復水器の冷却に係る取排

水施設とする。

ただし、事前了解の要否については、計画の内容、重要度を勘案し、その
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都度協議するものとする。

（２）丙は、事前了解を得ようとするときは、その計画の概要を記載した文書を

甲及び乙に提出するものとする。

なお、この文書には、周辺地域住民の線量評価に関する事項及び復水器の

冷却に係る取排水に関する事項も記載するものとする。

４ 第５条について

報告の時期及び方法については、その都度協議するものとする。

５ 第６条について

乙において環境放射線等の監視調査体制が整備されたときは、乙も監視調査

に加わることができるものとする。

６ 第８条について

特異な状況が認められた場合とは、以下のとおりとする。

（１）発電所に由来すると考えられる人工放射性物質が検出されたとき

（２）環境放射線及び環境放射能の測定で異常と判断される値（「東京電力株式

会社柏崎刈羽原子力発電所における放射線監視に係る異常時情報の取扱につ

いて」に記載の値とする。）が検出されたとき

（３）温排水等の監視調査結果で異常と判断される状況が認められたとき

７ 第10条について

（１）立入調査は、原則として甲乙共同で行い、丙は積極的に協力するものとす

る。

（２）立入調査を行う場合、甲又は乙は、日時、目的、対象及び調査者氏名等を、

緊急の場合を除き、あらかじめ文書で丙に通知するものとする。

通知は、「原子力発電所に関する通報連絡要綱（別紙１）」で定める総括

責任者間で行うものとする。

８ 第11条について

（１）状況確認は、次の場合に、原則として甲乙共同で行い、丙は積極的に協力

するものとする。

ア 随時の確認

（ア）発電所における事故、故障等の状況を確認するとき

（イ）他の原子力発電所の事故、故障等に関連して状況を確認するとき

（ウ）第４条に基づく通報連絡に対し、その状況を確認するとき
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（エ）排気筒モニタ、温排水温度等の測定データの信頼性を確保するための

確認を行うとき

（オ）その他必要なとき

イ 定期の確認

発電所の運転保守状況について確認するとき（年１回程度）

（２）状況確認を行う場合、甲又は乙は、日時、目的、対象及び確認者氏名等を、

あらかじめ丙に通知するものとする。

通知は、「原子力発電所に関する通報連絡要綱（別紙１）」で定める連絡

責任者間で行うものとする。

９ 第13条について

（１）状況確認又は立入調査を行うために、甲又は乙が選任する職員には、地方

公務員法第３条第２項に掲げる一般職のほか同法第３条第３項第１号及び第

３号に掲げる特別職を含むものとする。

（２）周辺地域住民の代表者とは、乙に住所を有する住民のうちから甲及び乙が

協議して決定した者とする。

10 第15条について

甲は、丙からの報告内容について公表を行う場合は、個人のプライバシーに

関するもの、核物質防護を含む公共の安全に関するもの、公表することにより

丙又は第三者の正当な利益を害する恐れのあるものについては、これを公表し

ないものとする。

11 第16条について

事故に起因して、風評による農林水産物の価格低下、その他営業上の損害が

生じたときにおいて、相当の因果関係が認められる場合の措置を含むものとす

る。

12 この協定において別に定めることとした事項は、次のとおりとする。

（１）第４条第２項関係

原子力発電所に関する通報連絡要綱（別紙１）

（２）第７条第２項関係

新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議運営要綱（別紙２）

（３）第９条第２項関係

ア 新潟県原子力発電所周辺環境放射線測定技術連絡会議運営要綱(別紙３)

イ 新潟県原子力発電所温排水等漁業調査技術連絡会議運営要綱（別紙４）
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（４）第12条第３項関係

新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会運営要綱（別紙５）

（５）第15条第８項関係

新潟県原子力発電所トラブル等内部情報受付窓口の設置に関する要綱（別

紙６）

昭和59年11月15日

新潟県商工労働部長 高橋 柵太郎

柏崎市長 今井 哲夫

刈羽村長 近藤 光夫

東京電力株式会社

原子力業務部長 田口 三夫

改定履歴

昭和62年８月19日一部改定

平成元年８月２日一部改定

平成元年12月１日一部改定

平成４年３月31日一部改定

平成14年３月29日一部改定

平成15年６月25日一部改定

平成19年６月18日一部改定
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新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会運営要綱

（趣 旨）

第１条 この要綱は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関

する協定書第 12 条第３項の規定に基づき、新潟県原子力発電所の安全管理に関する

技術委員会（以下「技術委員会」という。）の組織、運営その他必要な事項を定めるも

のとする。

（委 員）

第２条 技術委員会の委員は、別表に掲げる者とする。

２ 委員の任期は就任年度の翌年度の末日までとする。

３ 委員は再任されることができる。

４ 原子力安全対策課長の求めに応じ、座長が必要と認めた場合は、委員を新たに選

任することができる。この場合において、新たに選任された委員の任期は、第２項

の規定にかかわらず、他の委員の任期が満了する日までとする。

（座 長）

第３条 技術委員会に座長及び座長代理を置く。

２ 座長及び座長代理は、委員の中から互選された者がこれに当たる。

３ 座長は、技術委員会を代表する。

４ 座長代理は、座長を補佐し、座長不在のときは、その職務を代理する。

（任 務）

第４条 技術委員会は原子力安全対策課長の求めに応じ、次の事項を行う。

（１）新潟県が東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所から原子力発電所に関する通報

連絡要綱に基づき連絡を受けた内容に関する技術的な助言・指導

（２）新潟県、柏崎市、刈羽村が実施する東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺

地域の安全確保に関する協定書第10条第１項及び第11条に基づき実施する立入調査

及び状況確認（以下「状況確認等」という。）への立会い

（３）新潟県が実施した状況確認等の内容についての技術的な助言・指導

（４）中越沖地震に関連した課題に関して、国及び東京電力株式会社等が行う調査の結

果並びにそれに基づく対応に対する専門的な検討

（５）その他柏崎刈羽原子力発電所の安全管理に関し必要な事項
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（会 議）

第５条 技術委員会は、定例会と臨時会とし、議長は座長がこれに当たる。座長及び座

長代理が技術委員会に出席できないときは、あらかじめ座長から指名された者が議長

に当たる。

２ 定例会は年１回これを招集する。

３ 臨時会は原子力安全対策課長の求めに応じ、座長が必要と認めたときこれを招集

し、委員のうち座長が指名したものが出席する。

４ 技術委員会の会議は、原則として公開とする。

５ 座長は、必要があると認めるときは、技術委員会に委員以外の学識経験者その他

関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

（小委員会）

第５条の２ 座長は、第４条第４号に定める任務に関する専門的な検討その他当該任務

に関する事項を行うため必要があると認める場合は、小委員会を設置することができ

る。

２ 座長は、必要に応じ、小委員会に対し、検討状況について報告を求めることがで

きる。

３ 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

（資料の提出及び説明）

第６条 座長は、原子力安全対策課長を通じて、東京電力株式会社又は関係者から技術

委員会に必要な資料の提出と、説明を求めることができる。

（改 正）

第７条 この要綱の改正は、原子力安全対策課長の求めに応じ、座長が必要と認めると

き、これを行う。

（事務局）

第８条 技術委員会の事務局は、原子力安全対策課がこれにあたる。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、技術委員会の運営に関して必要な事項は、原子

力安全対策課長が定める。

附 則 この要綱は、平成１５年 ２月 １日から施行する。

附 則 この要綱は、平成１５年 ６月２５日から施行する。

附 則 この要綱は、平成１６年 ４月 １日から施行する。

附 則 この要綱は、平成１９年 ４月 １日から施行する。

附 則 この要綱は、平成１９年 ６月１８日から施行する。

附 則 この要綱は、平成２０年 ２月１５日から施行する。

附 則 この要綱は、平成２０年 ３月１４日から施行する。
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  新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会の委員 

（平成 27年４月１日現在） 

氏  名 所 属 ・ 職 名 等  
備  考 

（委員としての担当分野） 

小山 幸司 
三菱重工業株式会社エネルギー・環境ドメイン 

原子力事業部機器設計部部長代理 
材料力学、構造力学 

佐藤  暁 株式会社マスター・パワー・アソシエーツ取締役副社長 原子力発電の国際情報 

杉本  純 京都大学大学院工学研究科教授 シビアアクシデント対策 

鈴木 元衛 
元・日本原子力研究開発機構 安全研究センター 
研究主幹 

金属材料学、軽水炉燃料 

立﨑 英夫 放射線医学総合研究所 REMAT 医療室室長 放射線防護 

立石 雅昭 新潟大学名誉教授 地質学、堆積学 

田中 三彦 科学ジャーナリスト 材料力学、構造解析 

中島  健 京都大学原子炉実験所原子力基礎工学研究部門教授 原子炉物理、臨界安全 

西川 孝夫 東京都立大学名誉教授 地震工学、耐震工学 

橋爪 秀利 東北大学大学院工学研究科教授 原子炉工学、核融合学 

原  利昭 新潟工科大学副学長 
材料工学、 

構造シミュレーション 

藤澤 延行 
新潟大学工学部（教育組織）教授、新潟大学可視化 
情報研究センター（研究組織）センター長 教授 

熱流体工学、 

機械システム 

三上 喜貴 長岡技術科学大学副学長 
社会システム工学、 

安全システム 

山崎 晴雄 首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授 地理学、地質学 

山内 康英 多摩大学情報社会学研究所教授 災害情報伝達 

吉川 榮和 京都大学名誉教授 
ヒューマンエラー、 

原子炉計測制御 
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